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告 示

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 外 科 愛媛県立伊予三島
病院 河 崎 秀 樹 伊予三島市中之庄町１６８４番地の２ 平成

１６年３月３１日

聴覚・平衡・音声・言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 〃 丸 山 純 〃 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 公立学校共済組合

四国中央病院 近 石 寛 川之江市川之江町２２３３番地 平成
１６年３月２４日

肢体不自由・心臓・呼吸器機
能障害 内 科 〃 堀 内 宣 昭 〃 平成

１６年３月３１日

〃 〃 〃 阿 部 美 保 〃 〃

聴覚・平衡・音声・言語機能
障害 耳鼻咽喉科 〃 佐 藤 豪 〃 〃

肢体不自由・小腸・ぼうこう
又は直腸機能障害 外 科

社会福祉法人恩賜
財団済生会今治病
院

渡 邊 哲 也 今治市喜田村七丁目１番６号 平成
１６年３月２９日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

〃 山本外科胃腸科ク
リニック 山 本 哲 也 北条市北条５１２番７ 平成

１６年４月５日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 内 科 町 立 津 島 病 院 耕 智 直 子 北宇和郡津島町大字高田丙１５番地 平成

７年５月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

小 児 科 〃 新 井 淳 一 〃 平成
１３年６月３０日

〃 〃 〃 佐々木 剛 〃 平成
１６年３月８日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 西 川 潤 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成

１６年４月２日

〃 〃 〃 佐 竹 真 明 〃 〃

〃 〃 〃 太 田 逸 朗 〃 〃

〃 循 環 器 科 〃 谷 川 武 人 〃 〃

〃 〃 〃 高 橋 規 文 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 米 村 浩 〃 〃
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�愛媛県告示第１０７３号
身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第

１３条の６第２号の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の

業務を廃止した旨の届出があった。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０７５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年５月１４日から５月２７日まで

�愛媛県告示第１０７４号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

視 覚 障 害 眼 科 〃 本 宮 数 浩 〃 〃

〃 〃 公 立 周 桑 病 院 長 岡 由 紀 東予市壬生川１３１番地 平成
１６年３月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 〃 小 林 雄 一 〃 〃

〃 循 環 器 科 〃 長 岡 祥 宣 〃 〃

小 腸 機 能 障 害 外 科 〃 松 井 武 志 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 小 児 科 〃 濱 谷 舟 〃 〃

聴覚・平衡・音声・言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 愛媛大学医学部附

属病院 山 形 和 彦 温泉郡重信町大字志津川 平成
１６年４月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器機
能障害 小 児 科 〃 森 本 武 彦 〃 平成

１６年４月１４日

〃 〃 〃 佐 野 のぞみ 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人綮愛会石
川病院 鴨 川 淳 二 川之江市上分町７３２－１ 平成

１６年４月５日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

内 科 〃 金 井 尚 子 〃 〃

じん臓・ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科 〃 柳 垣 孝 広 〃 〃

肢 体 不 自 由 脳神経外科 〃 片 岡 芳 規 〃 〃

名 称 廃止年月日

玉井薬局 平成７年１２月３１日

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７８３号 平成１６年５月１４日
牛

豚

牛・豚の家畜
人工授精及び
牛の家畜体内
受精卵移植及
び家畜体外受
精卵移植の業
務

愛 媛 県 松山市堀江町甲７６６番地３２ 寺 村 奈津子
昭和５６年４月２８日
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�愛媛県告示第１０７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

松山広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

今治広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

東予広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市久米窪田町８３３番１０から

同町８０９番５まで
平成１６年５月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北５０３６番３から

同町大瀬北５３０３番３まで

旧 ４．３～２０．３ ０．１５８

新 ６．４～５４．２ ０．１１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北５０３６番３から

同町大瀬北５３０３番３まで
平成１６年５月１４日

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年５月１４日 第１５５７号

５２５



その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

川之江都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

川之江都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

伊予三島都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域

伊予三島都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

土居都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

土居都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

菊間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

菊間都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

久万都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

久万都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

大洲都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

大洲都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

八幡浜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

八幡浜都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

長浜都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

長浜都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

内子都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

内子都市計画区域全域

愛 媛 県 報平成１６年５月１４日 第１５５７号
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�愛媛県告示第１０９１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

保内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

保内都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

三瓶都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

三瓶都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

宇和都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

宇和都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

野村都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

野村都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

広見都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

広見都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

南予レクリエーション都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

南予レクリエーション都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

松山広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

今治広域都市計画区域全域

�������
�愛媛県告示第１０９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

東予広域都市計画区域全域

公 告

�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項

の規定による平成１６年度クリーニング師試験を次のとおり施

行する。

平成１６年５月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成１６年９月１２日（日）１０時３０分

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

� 実地試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成１６年７月２０日（火）から７月２６日（月）まで。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外

居住者については愛媛県保健福祉部 健康衛生局 薬務衛

生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県人事委員会公告第３号
平成１６年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験公告

平成１６年５月１４日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

平成１６年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

平成１６年５月１７日（月）から６月４日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

３ 受験資格

� 昭和５０年４月２日から昭和５８年４月１日までに生まれた者（昭和５８年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という

人事委員会公告

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 １８人程度
知事の事務部局、公営企業管理者の事務部局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事しま

す。

学 校 事 務 ３人程度 県立学校又は市町村立小学校若しくは中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 ４人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

土 木 ３人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、港湾、都市

計画等に関する計画、設計、施工管理等の業務に従事します。

農 業 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、農業の振興、農業生産技術・農業経営・農村生活に関す

る普及指導、農業に関する試験研究等の業務に従事します。

鑑 識
（ 電 気 工 学 ）

１人程度 警察本部又は警察署に勤務し、電気工学に関する鑑識業務に従事します。

薬 剤 師 １人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、薬事に関する指導、医薬

品の調剤・製剤、衛生・環境に関する試験研究等の業務に従事します。

心 理 判 定 員 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、児童、保護者等に対するカウンセリング、心理療法等の

業務に従事します。
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。）を卒業した者及び平成１７年３月末日までに大学等を卒業する見込みの者を含む。）

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 農業、薬剤師及び心理判定員については、次に該当する者

４ 試験の方法

� 第１次試験

ア 教養試験

公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式５０題、解答時間２時間３０分）を

行います。

イ 専門試験

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式４０題、解答時間２時間）

を行います。

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

� 第２次試験

第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

ア 口述試験

イ 集団討論

ウ 作文試験

エ 適性検査

オ 身体検査

５ 試験の日時、場所及び合格発表

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１７年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等

）がそれぞれ選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません

。

� 農業、薬剤師及び心理判定員については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかった場合は、採用されません。

７ 給与

試 験 区 分 受 験 資 格

農 業 改良普及員の資格を有する者又は平成１７年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

薬 剤 師 薬剤師の免許を有する者又は平成１７年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

心 理 判 定 員
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者（平成１７年３月末日までに卒業する見込みの者を含む。）又はこれに準ずる資格を有すると人事委員会が認める者

区 分 日 時 試 験 区 分 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１６年６月２７日

（日曜日）

午前９時から

午後３時まで
�
�
�
�

午前 教養試験��
�
	午後 専門試験

行 政 事 務 松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

平成１６年７月中旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。

学 校 事 務

警 察 事 務

松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

土 木

農 業

鑑識（電気工学）

薬 剤 師

心 理 判 定 員

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１６年８月下旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。
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初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

８ 受験手続

９ 例題等の公表

教養及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験及び集団討論の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

１０ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

別表（４関係）

専 門 試 験 の 出 題 分 野

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

行政事務、学校事務、警察事務、土木、農業、心理判定員 行政職給料表２級２号給 １７０，７００円

鑑識（電気工学） 研究職給料表１級８号給 １７５，３００円

薬剤師 医療職給料表�２級２号給 １７６，６００円

申込用紙の請求

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務福祉部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東京
事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪市西
区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「上級請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）をはった、あて先

明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「上級申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手

をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が６月２１日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

そ の 他
愛媛県のホームページ（http：／／www．pref．ehime．jp／）の電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書
等を印刷してとりだすことができます。この場合の申込方法等については、愛媛県のホームページで確認してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第 １ 次 試 験 第１次試験不合格者 総合得点及び総合順位 合格発表の日から１月間 愛媛県人事委員会事務局

第 ２ 次 試 験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間

試 験 区 分 出 題 分 野

行 政 事 務
学 校 事 務
警 察 事 務

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、経営学、社会政策、国際関係

土 木 数学、物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・施工

農 業 栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、植物生理学、畜産一般、農業経済一般

愛 媛 県 報平成１６年５月１４日 第１５５７号

５３０



鑑 識
（電気工学） 数学、物理、電磁気学、電気回路、電気計測・制御、電気材料、電子工学、電力工学、通信工学

薬 剤 師 物理化学、分析化学、無機化学、有機化学、生化学、薬剤学、衛生化学、生薬学、薬理学

心 理 判 定 員 一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、教育心理学、応用心理学、社会調査、統計学
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